
このような場面（場所・方法）は「特定飛行」となり、
国土交通省の許可や承認の申請が必要です！

飛行禁止空域

③ 人口集中地区の上空

１５０m

① 空港等周辺の上空

② １５０m以上の上空

禁止飛行方法

（Ⅲ） 人やモノと３０m未満の飛行

30m30m

※日没から日出まで

（Ⅳ） 催し会場の上空での飛行

（Ⅴ） 危険物を積んでの飛行

毒物類

引火性の液体など

（Ⅵ） モノの投下

（Ⅰ） 目視外での飛行

（Ⅱ） 夜間の飛行※

※100ｇ以上の無人航空機（ドローン）に対して航空法は適用されます。


	スライド 1:  このような場面（場所・方法）は「特定飛行」となり、 国土交通省の許可や承認の申請が必要です！

